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平
成　

年
第
１
回
定
例
会
は
、
３
月
１
日
か
ら　

日
の　

日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

１９

２７

２７

今
定
例
会
で
は
、
東
久
留
米
市
乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
は
じ
め
、
市
長
提
出
議
案　

件
、
議
員
提
出
議
案　

件
（
意
見
書
案
８
件
、
決
議
案
３
件
含

２９

１５

む
）、
請
願
５
件
、
陳
情　

件
を
審
議
し
ま
し
た
（
結
果
は
、
８
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

３５

議員提案��市政の透明性・市民の信頼をめざす

　
「
議
員
提
出
議
案
第
３
号
東

久
留
米
市
法
令
遵
守
の
推
進
等

に
関
す
る
条
例
」
は
、
議
員
提

出
議
案
と
し
て
本
会
議
初
日
に

提
案
者
を
含
め
た　

人
の
議
員

１０

か
ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
案
は
、
３
月　

日
の
総
務

１３

委
員
会
に
お
い
て
、
提
案
者
・

賛
成
者
の
出
席
を
求
め
審
査
さ

れ
ま
し
た
。
質
疑
の
後
の
討
論

で
は
、
議
論
の
必
要
性
、
公
聴

会
の
開
催
、
市
側
等
の
意
見
を

聞
く
必
要
が
あ
る
と
し
て
継
続

審
査
の
動
議
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
全
会
一
致

で
決
定
さ
れ
た　

条
委
員
会
報

１００

告
書
の
延
長
線
上
に
あ
る
本
議

案
を
議
員
任
期
中
に
成
立
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
と
し
継
続
審
査

に
は
反
対
と
の
意
見
。
ま
た
、

参
考
人
招
致
や
市
側
、
関
係
市

民
等
の
意
見
聴
取
を
含
め
慎
重

に
審
査
す
べ
き
で
あ
り
、
継
続

審
査
に
賛
成
と
の
意
見
。
採
決

で
は
、
賛
成
多
数
で
継
続
審
査

と
な
り
ま
し
た
。

　

３
月　

日
の
本
会
議
に
お
い

２７

て
、
総
務
委
員
長
報
告
の
継
続

審
査
の
申
し
出
は
否
決
。
こ
れ

に
伴
い
審
査
期
限
を
３
月　

日
２７

の
午
後
６
時　

分
ま
で
と
す
る

３５

動
議
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
議
会
運
営
委
員
会
で

は
提
出
さ
れ
た
動
議
を
日
程
化

し
、
そ
の
後
開
催
さ
れ
た
総
務

委
員
会
で
審
査
。
採
決
で
は
賛

成
小
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

再
び
開
催
さ
れ
た
本
会
議
で
は
、

質
疑
は
な
く
採
決
し
た
と
こ
ろ

原
案
は
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。
施
行
日
は
、
規
則
で

定
め
る
日
か
ら
と
し
て
い
ま
す
。

【
提
案
理
由
の
要
旨
】

　

市
政
の
透
明
性
の
向
上
お
よ

び
市
民
の
信
頼
確
保
を
目
指
し
、

行
政
組
織
に
お
け
る
法
令
遵
守

の
推
進
を
図
る
た
め
の
条
例
を

制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

【
委
員
会
で
の
提
案
者
に
対
す

る
質
疑
か
ら
】

　

�
�
本
議
案
提
出
の
背
景
は
。

　

答
弁　

先
の　

条
委
員
会
報

１００

告
書
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

体
制
を
徹
底
す
る
た
め
に
、
組

織
的
に
取
り
組
む
た
め
の
庁
内

体
制
の
整
備
を
市
と
し
て
早
急

に
行
う
こ
と
を
強
く
要
望
し
て

い
る
。
行
政
側
も
こ
の
報
告
書

を 
真  
摯 
に
受
け
止
め
検
討
し
て

し
ん 

し

い
る
と
思
う
が
、
議
員
の
任
期

が
あ
る
中
で
、
今
回
、
議
員
提

出
議
案
と
し
て
提
出
し
た
。

　

�
�
不
当
要
求
行
為
と
正
当

な
市
民
の
陳
情
行
為
と
の
線
引

き
が
条
例
上
よ
く
見
え
な
い
が
。

　

答
弁　

不
当
要
求
行
為
の
判

断
は
、
個
人
が
す
る
の
で
は
な

く
、
組
織
と
し
て
判
断
す
る
。

そ
の
た
め
の
推
進
委
員
会
、
審

査
会
と
理
解
願
い
た
い
。

　

�
�
市
側
が
公
益
通
報
、
不

当
要
求
行
為
に
関
す
る
要
綱
を

既
に
定
め
て
い
る
。
条
例
化
は

不
要
で
は
な
い
か
。

　

答
弁　

要
綱
は
要
綱
と
し
て

遵
守
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解

す
る
が
、
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
広
く
内
外
に
宣
言
し

て
お
き
た
い
と
い
う
意
味
か
ら

提
案
し
て
い
る
。

議
員
定
数
を
２
名
減

議
員
定
数
を
２
名
減

常
任
委
員
会
委
員
の
定
数

常
任
委
員
会
委
員
の
定
数
改
ま
改
ま
るる

　
「
東
久
留
米
市
議
会
委
員
会

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
は
、
議
員
提
出
議
案
と
し

て
本
会
議
初
日
に
提
案
者
を
含

め
た
７
人
の
議
員
か
ら
提
出
さ

れ
、
全
員
賛
成
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

本
案
は
、
平
成　

年
第
１
回

１８

定
例
会
に
お
い
て
東
久
留
米
市

議
会
議
員
の
定
数
を
現
行　

名
２４

か
ら　

名
（　

年
４
月
の
一
般

２２

１９

選
挙
か
ら
適
用
）
に
削
減
し
た

こ
と
に
伴
い
、
常
任
委
員
会
の

委
員
の
定
数
を
改
め
る
と
い
う

も
の
で
す
。
ま
た
、
地
方
自
治

法
の
一
部
改
正
に
よ
り
規
定
を

整
備
し
、
平
成　

年
５
月
１
日

１９

か
ら
施
行
と
し
て
い
ま
す
。

○
常
任
委
員
会
委
員
の
定
数

　

文
教
委
員
会
、
建
設
委
員
会

の
委
員
が
６
名
か
ら
５
名
と
な

り
、
総
務
委
員
会
、
厚
生
委
員

会
の
定
数
は
、
現
行
の
６
名
で

す
。

平
成

年
度
予
算
を
可
決

平
成　

年
度
予
算
を
可
決（
総
額

（
総
額　

億
円
）

億
円
）

１９１９

６１７６１７

　

平
成　

年
度
一
般
会
計
予
算

１９

案
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
・
老

人
保
健
・
介
護
保
険
・
下
水
道

事
業
・
受
託
水
道
事
業
の
５
特

別
会
計
予
算
案
は
、
予
算
特
別

委
員
会
（
３
月　

日
・　

日
・

１６

１９

　

日
・　

日
の
４
日
間
）
を
設

２０

２２

置
し
、
岸
伊
佐
雄
委
員
長
（
自

民
・
市
民
ク
ラ
ブ
）
上
田
芳
裕

副
委
員
長（
公
明
党
）の
下
で
、

慎
重
に
審
査
さ
れ
ま
し
た
。

　
　

日
の
予
算
特
別
委
員
会
で

２２
は
、一
般
会
計
予
算
案
に
対
し
、

組
み
替
え
を
求
め
る
動
議
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
が
否
決
さ
れ
、

原
案
は
賛
成
多
数
で
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

３
月　

日
の
本
会
議
で
は
、

２７

各
会
派
代
表
に
よ
る
討
論
（
予

算
案
に
対
す
る
意
見
表
明
）
が

行
わ
れ
た
後
、
一
般
会
計
と
国

民
健
康
保
険
・
下
水
道
事
業
の

２
特
別
会
計
予
算
案
は
賛
成
多

数
で
、
そ
の
他
の
３
特
別
会
計

予
算
案
は
、
全
員
賛
成
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

予
算
規
模
は
、
一
般
会
計　
３３７

億
５
千　

万
円
で
前
年
度
比
較

３００

　

％
の
増
。
５
特
別
会
計
を
含

４.７

め
た
総
額
は
、　

億
６
千　

万

６１６

１７７

円
と
な
り
、前
年
度
比
較
で
は
、

　

億　

万
４
千
円
の
増（　

％
）

２６

８１１

４.４

の
予
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

予
算
特
別
委
員
会
で
の
歳
出

を
中
心
と
し
た
質
疑
と
、
３
月

　

日
の
本
会
議
で
の
各
会
派
の

２７予
算
案
に
対
す
る
意
見
表
明
の

あ
ら
ま
し
は
、
３
面
か
ら
５
面

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

乳
幼
児
医
療
費
の
助
成
に

乳
幼
児
医
療
費
の
助
成
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正正

　
「
議
員
提
出
議
案
第
４
号
東

久
留
米
市
乳
幼
児
の
医
療
費
の

助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
」
は
、
提
案
者

を
含
め
た
３
名
の
議
員
か
ら
本

会
議
初
日
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
案
は
、
関
連
の
あ
る
同
件

名
の
市
長
提
出
議
案
第　

号
と

１３

と
も
に
、
３
月　

日
の
厚
生
委

１４

員
会
で
審
査
さ
れ
ま
し
た
。

　

質
疑
は
一
括
で
行
い
討
論
と

採
決
は
そ
れ
ぞ
れ
行
い
ま
し
た
。

質
疑
の
中
で
子
育
て
支
援
の
一

環
と
し
て
年
齢
拡
大
に
は
賛
成
、

ま
た
市
長
の
英
断
で
可
能
な
金

額
と
考
え
議
員
提
案
に
賛
成
と

の
意
見
。
討
論
で
は
、
市
長
は

引
き
続
き
拡
大
の
意
向
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
守
る
と

し
、
議
員
提
案
に
反
対
と
の
意

見
。
そ
の
後
の
採
決
で
は
、
議

員
提
出
議
案
第
４
号
は
、
賛
成

少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
第　

号
は
、

１３

質
疑
の
中
で
、　

区
で
は
中
学

２３

校
卒
業
ま
で
拡
大
の
区
も
あ
り
、

東
京
都
に
支
援
体
制
の
働
き
か

け
を
と
の
要
望
。討
論
で
は
、市

長
の
姿
勢
は
理
解
す
る
。
議
員

提
案
の
否
決
の
事
実
を
受
け
市

長
提
出
議
案
第　

号
に
は
賛
成

１３

と
の
意
見
。
採
決
で
は
全
員
賛

成
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
３
月

　

日
の
本
会
議
に
お
い
て
も
同

２７様
の
採
決
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

施
行
日
は
、
平
成　

年
４
月

１９

１
日
か
ら
と
し
て
い
ま
す
。

【
２
議
案
の
提
案
理
由
の
要
旨
】

○
議
員
提
出
議
案
第
４
号

　

東
京
都
内
の
す
べ
て
の
区
は
、

就
学
前
ま
で
所
得
制
限
を
撤
廃
。

多
摩
８
市
で
は
既
に
撤
廃
し
、

近
隣
２
市
も
今
定
例
会
に
提
案

と
聞
く
。
本
市
で
も
就
学
前
ま

で
の
撤
廃
が
望
ま
れ
て
い
る
。

○
市
長
提
出
議
案
第　

号
１３

　

国
・
都
の
動
向
、
市
の
財
政

状
況
か
ら
所
得
制
限
は
撤
廃
し

て
い
く
べ
き
と
の
方
針
を
打
ち

出
し
て
い
る
。
現
行
の
２
歳
児

未
満
か
ら
４
歳
児
未
満
に
拡
大
。

【
委
員
会
で
の
質
疑
】

（
議
員
提
案
第
４
号
に
対
す
る

質
疑
か
ら
）

　

�
�
撤
廃
に
伴
う
財
源
は
。

　

答
弁　

基
本
的
に
は　

年
度

１９

予
算
審
議
の
経
過
を
見
守
り
た

い
。
本
案
が
委
員
会
で
可
決
さ

れ
た
段
階
で
対
応
し
た
い
。

　

�
�
議
案
提
出
を
決
め
た
時

期
は
。

　

答
弁　

昨
年
の　

月
市
議
会

１２

以
前
か
ら
所
得
制
限
撤
廃
の
主

張
を
し
て
い
る
が
、
３
月
１
日

の
議
会
運
営
委
員
会
ま
で
に
決

定
。

（
市
長
提
出
議
案
第　

号
に
対

１３

す
る
質
疑
か
ら
）

　

�
�
特
別
区
と
の
格
差
や　
２６

市
の
所
得
制
限
撤
廃
の
動
き
の

中
で
、
今
後
の
市
の
対
応
は
。

　

答
弁　

国
や
都
の
状
況
、
市

の
財
政
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
、

基
本
的
に
拡
大
し
て
い
く
べ
き

と
の
考
え
方
は
持
っ
て
い
る
。

　

�
�
就
学
前
ま
で
踏
み
切
れ

な
い
理
由
は
。

　

答
弁　

市
全
体
の
中
の
一
般

財
源
が
伸
び
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
市
の
財
政
状
況
か
ら
２

歳
の
引
き
上
げ
を
決
断
。
予
算

の
範
囲
内
で
最
大
限
配
慮
し
た
。

議
員
提
案
は
否
決
・
市
長
提
案
を
可
決

心
身
障
害
児
通
園
施
設

心
身
障
害
児
通
園
施
設

条
例
を
一
部
改
正

条
例
を
一
部
改
正

わ
か
く
さ
学
園
の
位
置
変
更

�
�

�
�
�
�
�

　
「
東
久
留
米
市
心
身
障
害
児

通
園
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
」
は
、
３
月　

日
の

１４

厚
生
委
員
会
で
審
査
さ
れ
ま
し

た
。
委
員
会
で
は
継
続
審
査
の

動
議
が
提
出
さ
れ
、
賛
成
少
数

で
否
決
。そ
の
後
、原
案
の
採
決

で
は
賛
成
多
数
で
可
決
。
３
月

　

日
の
本
会
議
に
お
い
て
も
同

２７様
の
採
決
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
案
は
、
市
立
わ
か
く
さ
学

園
の
旧
市
立
ひ
ば
り
保
育
園
跡

（
南
沢
四
丁
目
７
番　

号
）
へ

１８

の
移
転
計
画
を
推
進
す
る
た
め
、

位
置
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

　
施
行
日
は
、移
転
完
了
予
定
の

平
成　

年
度
末
と
し
て
い
ま
す
。

２０

【
経
緯
】
わ
か
く
さ
学
園
は
、
都

市
計
画
公
園
六
仙
公
園
の
事
業

地
内
に
位
置
し
、
過
去
、
こ
の

用
地
を
事
業
認
可
区
域
内
編
入

を
東
京
都
に
要
請
し
、
事
業
認

可
を
得
た
経
過
が
あ
る
。
今
後
、

わ
か
く
さ
学
園
の
移
転
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
を
東
京
都
に
示
し
、
六

仙
公
園
の
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
の
整
合
性
を
図
り
つ
つ
、
移

転
に
関
し
協
議
を
行
う
こ
と
か

ら
条
例
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

【
委
員
会
で
の
主
な
質
疑
か
ら
】

　

�
�
移
転
先
の
前
面
道
路
拡

幅
整
備
の
計
画
は
。

　

答
弁　

今
後
５
年
間
の
生
活

道
路
設
備
計
画
に
は
な
く
、
短

期
的
処
理
は
極
め
て
困
難
と
認

識
し
て
お
り
、
都
市
建
設
部
と

改
め
て
協
議
は
し
て
い
な
い
。

　

�
�
当
該
施
設
入
所
者
・
保

護
者
と
の
合
意
形
成
は
。

　

答
弁　

合
意
を
得
た
と
は
言

え
な
い
が
一
定
の
理
解
を
得
て

い
る
と
理
解
し
て
い
る
。　

　

�
�
移
転
の
費
用
負
担
は
。

　

答
弁　

今
後
、
東
京
都
に
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示
し
、
移
転
に

関
し
協
議
。
現
段
階
で
は
明
言

で
き
な
い
が
、
良
い
方
向
に
向

か
う
も
の
と
考
え
て
い
る
。

法
令
遵
守
の
推
進
等
に

法
令 
遵  
守 
の
推
進
等
に　

じ
ゅ
ん 

し
ゅ

関
す
る
条
例
を
可
決

関
す
る
条
例
を
可
決

議
員
提
案
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